
別紙2

（1）補助対象経費一覧表

（2）テストマーケティング費負担一覧表

備考

①専門家謝金及び旅費             など

※那覇市との協議・調整を要する。

補助率
補助金の

上限額

1事業者

あたり

100万円以内

対象経費の

３分の２
テスト

マーケティング費

その他特に必要と認

められる経費

試作研究開発費

マーケティング調査

及び活動費

補助対象経費

補助対象経費に該当

支援対象事業者

①人件費　②旅費交通費

③印刷製本費　④消耗品費　など

①原材料費　②副資材費

③使用料　④委託費　　　　など

①展示会等出展費　②印刷製本費

③翻訳料　④通信運搬費（運賃）

⑤旅費　⑥消耗品　　　　　  など

展示会・見本市・物産展等への出展

や小売店等での販売ブース設置等に

伴う経費

受託事業者

・テストマーケティング支援事業に伴う

経費

・支援対象事業者を一堂に会して行うテ

ストマーケティング等の実施に係る費用

①展示会等出展費

②印刷製本費

③その他　など

業務委託の契約金額に含む

負担者

負担項目内容

備考


